
（様式第４号）

□不利益処分の処分基準

市民文化部　住民課　庶務係　葬斎場

徳島市立葬斎場利用承諾の取消し等

徳島市立葬斎場条例

第９条

（電話　６２１－５１３２　）

【徳島市立葬斎場条例】

　（利用の承諾の取消し等）

第９条　市長は，利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したと

　きは，利用の承諾を取り消し，又はその利用を制限し，若しくは停止

　し，又は退場を命ずることができる。
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